
議案第３０号

三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

 三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２４年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



三豊市条例第 号

三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 63 号）の一部を次

のように改正する。

    「

 別表中                                  を

                                   」

「

                                に、

                               」

「

                                    を

       」

清掃作業手当 ごみの収集及び処理作業に従事したもの 1日につき1,000円

し尿処理業務手当 し尿処理業務に従事したもの 1日につき500円

火葬業務手当 火葬業務に従事したもの 1体につき7,000円

清掃作業手当 ごみの収集及び処理作業に従事したもの 1日につき1,000円

医務手当 医療業務に従事する医師 給料月額の110／100以内

危険手当 医療業務に従事するもの

(医師を除く。) 
月額 4,000円以内

医療業務従事手当

夜間看護手当 永康病院に勤務する看護

業務に従事する職員で、夜

間の勤務に従事したもの

1回 4,000円以内

B＆G海洋センター監視業務手当 B＆G海洋センターの監視
に従事したもの

午前9時から午後5時まで
1時間 1,500円
午後5時から午後10時まで
1時間 1,700円



「

                                    に

     」

改める。

   附 則

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

医務手当 医療業務に従事する医師 給料月額の110／100以内

危険手当 医療業務に従事するもの

(医師を除く。) 
月額 4,000円以内

医療業務従事手当

夜間看護手当 永康病院に勤務する看護

業務に従事する職員で、夜

間の勤務に従事したもの

1回 4,000円以内



【議案第30号関係】 

三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成18年三豊市条例第63号）
一部改正 新旧対照表（抄）

改正後（案） 現   行

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
手当の種類 支給を受ける職員の範囲 支給額

感染症防疫作業手当 感染症(感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関

する法律(平成10年法律第114

号)第6条第2項及び第3項に規

定する感染症)患者の収容又

は消毒の業務に従事したもの

1日につき2,000円

行旅死亡人処理作業手当 行旅死亡人の取扱いに従事し

たもの

1体につき7,000円

清掃作業手当 ごみの収集及び処理作業に従

事したもの

1日につき1,000円

し尿処理業務手当 し尿処理業務に従事したもの 1日につき500円

火葬業務手当 火葬業務に従事したもの 1体につき7,000円

精神衛生業務従事手当 精神障害者の診察の立会い又

は入院のための患者護送作業

に従事したもの

1日につき2,000円

福祉業務手当 生活保護業務の現業及び指導

監査に従事したもの

月額 5,000円

医務

手当

医療業務に従事する医師 給料月額の110／100以内

危険

手当

医療業務に従事するもの(医

師を除く。) 

月額 4,000円以内

医療業務従事手当

夜間

看護

手当

永康病院に勤務する看護業務

に従事する職員で、夜間の勤

務に従事したもの

1回 4,000円以内

B＆G海洋センター監視

業務手当

B＆G海洋センターの監視に

従事したもの

午前9時から午後5時まで

1時間 1,500円

午後5時から午後10時まで

1時間 1,700円

手当の種類 支給を受ける職員の範囲 支給額

感染症防疫作業手当 感染症(感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関

する法律(平成10年法律第114

号)第6条第2項及び第3項に規

定する感染症)患者の収容又

は消毒の業務に従事したもの

1日につき2,000円

行旅死亡人処理作業手当 行旅死亡人の取扱いに従事し

たもの

1体につき7,000円

清掃作業手当 ごみの収集及び処理作業に従

事したもの

1日につき1,000円

精神衛生業務従事手当 精神障害者の診察の立会い又

は入院のための患者護送作業

に従事したもの

1日につき2,000円

福祉業務手当 生活保護業務の現業及び指導

監査に従事したもの

月額 5,000円

医務

手当

医療業務に従事する医師 給料月額の110／100以内

危険

手当

医療業務に従事するもの(医

師を除く。) 

月額 4,000円以内

医療業務従事手当

夜間

看護

手当

永康病院に勤務する看護業務

に従事する職員で、夜間の勤

務に従事したもの

1回 4,000円以内


